
 

 

平成３０年度 特別支援教育専門研修実施要項 

 

独立行政法人国立特別支援教育総合研究所 

１．目的 

インクルーシブ教育システムの充実に向け、障害のある幼児児童生徒の教育を担当する教職員を

対象として、多様な学びの場（通常の学級、通級による指導、特別支援学級、特別支援学校）にお

ける各障害種別の指導者（スクールリーダー）の専門性向上を目的とし、専門的知識及び技術を深

め、指導力の一層の向上を図り、今後の各都道府県等における指導者としての資質を高める。 

また、特別支援学校教員においては幼稚園・小学校・中学校・義務教育学校・高等学校・中等

教育学校を含む地域支援の一層の充実を目指し、地域の中核となるようその専門性の向上を図る。 

２．受講対象 

幼稚園・小学校・中学校・義務教育学校・高等学校・中等教育学校及び特別支援学校並びに教

育委員会、特別支援教育センター等において受講しようとする専修プログラムが対象とする障害の

ある幼児児童生徒の教育を担当する教職員で、当該障害のある幼児児童生徒の教育に関し指導的立

場に立つ者又は今後指導的立場に立つことが期待される者であること。 

３．受講資格 

障害のある幼児児童生徒の教育に関する基本的知識を有し、かつ、教職経験年数３年以上である

こと。 

４．コース、募集人員、研修期間及び研修時間 

(1) 各期のコース名、募集人員及び研修期間は下表のとおりである。 

(2) 各コースでは、コース共通事項のほか、各障害教育専修プログラムを実施する。発達障害・情

緒障害・言語障害教育コースにおいては、通常の学級、通級による指導、特別支援学級に対応

した内容を取り上げる選択プログラムを実施する。 

(3) 研修期間において、土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律に定める休日は、休日とする。 

(4) 研修時間は、８時３０分から１７時１５分までとする。 

期 コース名 専修プログラム 募集人員※1 研修期間 

第一期 

発達障害・情緒障害 
・言語障害教育コース※2 

（小中学校等の当該コースの

障害種の教育） 

発達障害・情緒障害教育専修 

プログラム 

 

選択プログラム 

①通常の学級にお
ける指導 

②通級による指導 
③特別支援学級に
おける指導 

70名 
平成30年 5月14日(月) 

～ 
平成30年 7月13日(金) 

言語障害教育専修プログラム 

 第二期 
知的障害教育コース 

（当該コースの障害種の教育） 
知的障害教育専修プログラム 70名 

平成30年 9月 5日(水) 
～ 

平成30年11月 9日(金) 

 第三期 

視覚障害・聴覚障害 
・肢体不自由・病弱教育 
コース 
（当該コースの障害種の教育） 

視覚障害教育専修プログラム 

70名 
平成31年 1月 9日(水) 

～ 
平成31年 3月14日(木) 

聴覚障害教育専修プログラム 

肢体不自由教育専修プログラム 

病弱教育専修プログラム 

計 210名  

※1 募集人員を超えて推薦があった場合、人数調整することがある。 

※2 発達障害・情緒障害・言語障害教育コースに特別支援学校教員を推薦する場合は、特別支援学校のセンター的機能の充実等

地域支援に携わる教員を推薦すること。 



 

５．研修内容 

(1) 特別支援教育専門研修（以下「専門研修」という。）は、講義、演習、研究協議、実地研修、

課題研究から構成する。 

(2) 研修員は、専門研修の事前学習としてインターネットを利用した配信講義視聴による学習を３

時間程度行うこと。学習内容及び学習方法等については別途連絡する。 

６．研修員の推薦手続 

(1)推薦機関は次のとおりとする。 

ア  公立学校の教員及び教育委員会、特別支援教育センター等の教職員については、当該都道

府県又は指定都市教育委員会 

イ 国立大学附属学校の教員については、当該国立大学の担当部局 

ウ  私立学校の教員については、当該都道府県知事部局 

(2) 推薦機関は、研修員候補者を選定し、別紙様式１及び２により当研究所の理事長（以下「理事

長」という。）に推薦すること。 

(3) 推薦期限は、平成３０年１月３１日（水）とする。 

７．研修員の決定 

理事長は、推薦のあった者の中から研修員を決定し、２月下旬を目処にその結果を推薦者に通知

する。 

８．研修に関する事前提出物 

(1) 研修員は、研修員調書を作成し、推薦機関を通じて当研究所に提出すること。 

(2) 研修員及び推薦機関は、専門研修修了後の研修成果をより一層活用する観点から、研修成果の

活用等に関する事前計画書を作成し、推薦機関を通じて当研究所に提出すること。 

(3) 研修員は、専門研修受講前に当研究所が指定した内容に関する事前レポートを作成し、当研究

所に提出すること。 

なお、(1)～(3)の様式及び提出期限等については別途連絡する。 

９．研修レポートの提出 

研修員は、専門研修修了時に研修成果をまとめた研修レポートを作成し、理事長に提出すること。

作成方法及び提出期限等については別途連絡する。 

10．修了証書の授与 

専門研修の所定の研修修了要件を満たした者に修了証書を授与する。 

11．宿泊施設の利用 

研修員は、原則として当研究所の研修員宿泊施設に宿泊すること。 

ただし、特別な事情がありやむを得ないと理事長が認めた場合は、研修員宿泊施設以外の宿泊施

設等に宿泊ができる。 

12．研修に要する経費 

受講料は徴収しない。宿泊料その他所要経費については別紙参照のこと。 

13．免許法認定講習 

専門研修においては、各専修プログラムに教育職員免許法施行規則に基づく免許法認定講習を併

せて開設する予定である。履修方法等については別途連絡する。 

各専修プログラムで修得できる単位は、下表のとおりである。 



 

専修プログラム名（コース名） 修得可能な単位（予定） 

発達障害・情緒障害教育専修プログラム 

言語障害教育専修プログラム 

（発達障害･情緒障害･言語障害教育コース） 

特別支援学校教諭（知的障害者に関する教育の領域） 

一種又は二種免許状の取得に必要な単位のうち、 

教育職員免許法施行規則第７条の表第１欄及び第３欄 

に属する科目の単位          計３単位 

知的障害教育専修プログラム 

（知的障害教育コース） 

特別支援学校教諭（知的障害者に関する教育の領域） 

一種又は二種免許状の取得に必要な単位 計６単位 

視覚障害教育専修プログラム 

（視覚障害･聴覚障害･肢体不自由･病弱教育コース） 

特別支援学校教諭（視覚障害者に関する教育の領域） 

一種又は二種免許状の取得に必要な単位 計７単位 

聴覚障害教育専修プログラム 

（視覚障害･聴覚障害･肢体不自由･病弱教育コース） 

特別支援学校教諭（聴覚障害者に関する教育の領域） 

一種又は二種免許状の取得に必要な単位 計７単位 

肢体不自由教育専修プログラム 

（視覚障害･聴覚障害･肢体不自由･病弱教育コース） 

特別支援学校教諭（肢体不自由者に関する教育の領域） 

一種又は二種免許状の取得に必要な単位 計６単位 

病弱教育専修プログラム 

（視覚障害･聴覚障害･肢体不自由･病弱教育コース） 

特別支援学校教諭（病弱者に関する教育の領域） 

一種又は二種免許状の取得に必要な単位 計６単位 

14．免許状更新講習 

専門研修においては、各専修プログラムに免許状更新講習規則に基づく免許状更新講習を併せて

開設する予定である。免許状更新講習の受講方法等については別途連絡する。 

15．研修の中止等 

推薦機関は、専門研修の実施に先立って研修派遣を取り止める場合又は専門研修期間中に研修派

遣を中止若しくは中断する場合は、その理由を付した書面を速やかに理事長に届け出て承認を得る

こと。 

16．推薦にかかる留意事項 

(1) 研修員候補者の推薦について 

推薦機関は、以下の①及び②に該当する研修員候補者を推薦すること。 

①障害のある幼児児童生徒の教育に関し指導的立場に立つ者又は今後指導的立場に立つことが

期待される者であること。 

②各専修プログラムが対象とする障害種の教育を担当する教職員であること。（「４．コース、

募集人員、研修期間及び研修時間」の表を参照） 

(2) 選択プログラムについて 

発達障害・情緒障害・言語障害教育コースについては、研修員候補者の所属等（通常の学級、

通級による指導、特別支援学級のいずれか）を踏まえ、別紙様式１に希望選択プログラム名を必

ず記入すること。 

17．その他 

(1) 専門研修修了後、研修員、所属長及び派遣教育委員会に対して、アンケート調査等を実施する

予定である。 

(2) この要項に定めるもののほか、特別支援教育専門研修の実施に関し必要な事項は、別に定める。 

  




